
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９神第３８６号 

事故等種類 運航不能（主機空気系統海水混入） 

発生日時 平成２１年１１月９日 ０６時００分ごろ 

発生場所 東京都沖ノ鳥島の西方約４００㎞付近 

（概位 北緯２０°３２.０′ 東経１３２°５７.０′） 

事故等調査の経過  平成２１年１２月２５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

漁船 信
しん

戎
かい

壱号
いちごう

丸、１８トン 

ＯＮ２－０７２０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

機関長、六級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機空気冷却器の冷却管破孔 

 事故等の経過  本船は、平成２１年１１月９日０６時００分ごろ、沖ノ鳥島西方海域に

おいて、漁場を移動中、主機が、異音を発して停止した。 

主機は、再始動するも、短時間で自停を繰り返し、翌１０日に始動不能

に陥った。 

本船は、救助を要請し、来援したタグボートによって発航地にえい
．．

航さ

れた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２ 

海象：穏やか 

分析 乗組員等の関与 なし 

船体・機関等の関与 あり 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  主機空気冷却器の冷却管が破孔し、大量の冷却

海水が給気系統に混入して主機の燃焼が不良とな

り、自然に停止したのち始動ができなくなったも

のと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が沖ノ鳥島西方を航行中、主機の給気系統に大

量の海水が混入したため、燃焼不良を引き起こして主機が始動できなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 

 

 




